
令和８年５月１日から薬局・薬店等で
「指定濫用防止医薬品」の手順書に基づく
販売・授与が、義務化されます！

宮城県保健福祉部薬務課

問い合わせ先

一般用医薬品の区分と事務手続き

薬局変更届－みやぎ電子申請サービス（LoGoフォーム）によるオンライン申請

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/henkou.html
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薬局及び店舗における掲示

薬局開設者又は店舗販売業者は、薬局又は店舗を利用するために必要な情報
であって厚生労働省令で定める事項を、当該薬局又は店舗の見やすい場所に掲
示しなければなりません。
ア 指定濫用防止医薬品の定義及びこれに関する解説
イ 指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
ウ 指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
エ 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
オ 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、
当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談する

ことを勧める旨
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